




法による事実確認を行うなど被虐待者を確実に救うことにつながっている。 

 

（ ） に 待防 の 上 （ 待防止教 の ） 

  高齢者の多くが虐待に関する知識を持たず、高齢者虐待防止法が施行されたことさ

えも知らない状況下において、深刻な状態に陥ってから虐待が発見されたり、高齢者

自らの権利意識が乏しく虐待を受けても訴えがなかったりすることが少なくない。 

そこで、高齢者自身が介護を必要としない早い段階で虐待について学ぶ機会を提供

し、虐待を受けない力を付けていくために虐待防止劇の上演を行っている。 

ふくし総合支援室がこれまでに対応した虐待事例を参考に、日常生活の中でも起こ

りやすい虐待場面を中心としたシナリオを作成し、そのシナリオを約 15名の市民有志

により上演している。平成 19年冬から老人クラブ例会やいきいきサロン、虐待防止教

室、認知症サポーター養成講座などにおいて、約 750 人の高齢者が寸劇を見た。この

劇は、相談相手を持つことの重要性や自分の年金・預貯金の管理方法について考える

機会となり、相談窓口のＰＲや成年後見制度への周知にもつながっている。 

 

（９ 介 に る 待 修会の  

  平成 19年度に施設職員を対象に虐待に関するアンケートを実施したところ、多くの

職員が不適切ケアがあると考えていることがわかった。そこで、養介護施設従事者に

よる高齢者虐待防止することを目的として、養介護施設従事者を対象とした研修会を

年 3回程度開催している。 

平成 21年６月１７日（水）  

19:00～21:00 

テーマ：「養介護施設従事者による虐待防止 

～認知症高齢者のケアを中心に振り返る」 

講師：山口光治氏（淑徳大学国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授） 

平成 21年 12月 18日（金） 

19:00～21:00 

テーマ：「施設リスクマネジメントについて学ぶ」 

講師：山本たつ子氏（社会福祉法人 天竜厚生会副理事長）  

平成 22年１月２７日（水） 

19:00～21:00 

テーマ：[不適切ケアと改善策について考える」 

講師：山口光治氏（淑徳大学国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授） 

 

 ・  

（ ネットワ ク  

高齢者虐待においては、通報受理後、短時間で情報収集を行い迅速な判断を行うこと 
が求められる。１事例ごとに状況が異なり複雑な背景や要因が絡まり合って起きる虐

待だけに、さまざまな分野の専門家が集まりチームアプローチによる分担を行うこと

で、初めて適切な支援が実行できる。 
ネットワーク構築によって、高齢者虐待防止に関する認識の濃淡を解消し、高齢者

等虐待防止と権利擁護を総合的に推進する体制を整えていくことが求められる。顔と

顔の見える関係ができることで、個別ケースや施策に対してネットワーク委員に助言

を得たり、研修会や相談会への協力を得られる機会が増える。常に協力関係が途切れ

ないようにネットワークの目的を明確にしながら連携体制を維持し、機能させていく

ための努力を続けることが必要である。 
なお、警察署に対しては、虐待が起きたときだけ行政や地域包括支援センターから

協力を求めるのではなく、緊急入院した障害者の親族探しや頻繁に交番を訪れる認知
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（参考）志摩市権利擁護専門委員会設置要綱 

(設置) 
第 1 条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 17 年法

律第 124 号。以下「法」という。)第 9 条第 2 項に規定する老人短期入所施設等への入

所措置を適正に実施すること及び法第28条に規定する成年後見制度の利用促進を図る

ことを目的として、志摩市権利擁護専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
(掌握事務) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。 
(1)  特別養護老人ホーム等への入所措置の要否判定 
(2)  特別養護老人ホーム等への措置解除の要否判定 
(3) 成年後見制度利用支援事業にかかる費用助成の決定 
(4) 成年後見制度市長申立てにかかる対象者の決定 
(組織) 

第 3 条 委員会は、志摩市高齢者等虐待防止ネットワーク委員会委員のうち、次に掲げ

る委員で組織する。 
(1) 医師(内科医、精神科医) 
(2) 伊勢保健所長 
(3) 鳥羽警察署生活安全課長 
(4) 弁護士 
(5) 老人福祉施設長 
(6) 志摩市福祉事務所長 
(任期) 

2 委員は、市長が委嘱し、または任命する。 
3 委員の任期は、2 年とし、再任は妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
(委員長等) 

第 4 条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。 
3 委員長は、会務を総理する。 
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。 
（召集） 

第 5 条 委員会は、委員長が召集する。 
(意見聴取) 

第 6 条 委員会は、必要に応じて関係者から意見を聴取することができる。 
(庶務) 

第 7 条 委員会庶務は、健康福祉部ふくし総合支援室において処理する。 
(その他) 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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≪介護者の態度及び負担感≫ 

 要介護者に対して、冷たい態度や無関心さがみられる。家族全員で無視する。 

 世話や介護に対する拒否的な発言がたびたび聞かれる。 

 他人の助言を聞き入れず、不適切な介護方法にこだわる。 

 通院が必要なのに医療機関を受診させない。入院の勧めを拒否する。 

 要介護者に対して「いつまで生きているんだ」「いつまで介護させる気だ」「早く死ね」

「うっとうしい」「汚い」など、過度に乱暴な口のきき方をする。怒鳴る。 

 ケアマネジャーと会うのを嫌う。またはなかなか本人と会わせてくれない。 

 疲れている、眠れない、介護がつらいと訴える。健康不安、体調が悪いと訴える。 

 介護を代わってくれる人や相談相手がいない。 

 

 介護者または家族が無職・無収入（あるいは収入が少ない）、借金がある等、経済的な

問題により困っているようだ。 

 介護者・家族に何らかの障がいがあり、要介護者の状態について理解ができない。ケア

マネジャーのかかわりだけでは対応が難しい。 

≪地域で気になること≫ 

 自宅から高齢者や家族のどなり声や物が投げられる音が聞こえる。 

 庭や家屋の手入れがされず荒れている。多くのゴミが放置されている。 

 気候（天候）が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしば見られる。 

 地域の人たちや親族とほとんどつきあいがなく、孤立している。 

 

  

    その他、気づいた点についてご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

      問い合わせ先：志摩市ふくし総合支援室 ℡４4－０２８０ 
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